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４
月
か
ら
は
、
新
た
に
交
付
さ
れ
る
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証
１

枚
で
受
診
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
被
保
険
者
証
は
カ
ー
ド
形
式
に
な
り
、

３
月
末
ま
で
に
配
達
記
録
郵
便
に
て
郵

送
し
ま
す
。加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。

◆
県
内
で
保
険
料
は
原
則
均
一
に

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被
保

険
者
一
人
ひ
と
り
か
ら
保
険
料
を
徴
収

し
ま
す
。
保
険
料
は
、
千
葉
県
後
期
高

　
平
成
　
年
4
月
か
ら
、　
歳
以
上
の
方

20

75

（
一
定
の
障
害
が
あ
り
認
定
を
受
け
た
　65

歳
以
上
の
方
を
含
む
）は
、現
在
加
入
さ

れ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療

保
険
制
度
か
ら
脱
退
し
て
、新
た
な「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」に
移
行
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
老
人
医
療
制
度
で
は
、

国
保
や
健
康
保
険
な
ど
の
被
保
険
者
証

と
老
人
医
療
受
給
証
の
両
方
を
、
医
療

機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
い
ま
し
た
が
、

　
税
金
は
、健
康
で
安
全
、快
適
な
暮
ら

し
が
で
き
る
よ
う
、福
祉
の
充
実
や
道

路
、施
設
の
利
用
な
ど
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

対
価
と
し
て
、市
民
の
皆
さ
ん
に
公
平
・

公
正
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
税
金
滞
納
に
よ
る
収
入
不
足
は
、
市

で
行
っ
て
い
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

な
ど
影
響
が
懸
念
さ
れ
ま
す
の
で
、
納

め
忘
れ
が
な
い
か
確
認
い
た
だ
く
と
と

も
に
、納
期
限
（
納
付
す
る
期
限
）
ま
で

に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
市
で
は
、期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か

っ
た
方
に
、国
税
徴
収
法
に
基
づ
き
督
促

状
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、納
付
が
な
い

場
合
は
、さ
ら
に
納
税
催
告
状
の
送
付
な

ど
を
行
い
、そ
れ
で
も
納
付
や
納
税
相
談

に
応
じ
な
い
納
税
意
識
が
欠
如
し
て
い

る
方
に
は
、徹
底
し
た
財
産
調
査
の
う
 

え
、最
終
手
段
と
し
て
財
産
の
差
し
押
さ

え
や
公
売
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
旧
関
宿
町
と
の
合
併
後
、
徴
収
率
向

　
市
税
の
納
付
や
相
談
は

　
　
　
　
　
夜
間
や
日
曜
日
も
受
付

シ
リ
ー
ズ
「
市
税
の
納
付
」
③

上
の
対
策
と
し
て
、
滞
納
処
分
強
化
を

進
め
、
平
成
　
年
４
月
か
ら
　
年
　
月

18

19

12

末
ま
で
で
、不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
の
債

権
を
合
わ
せ
て
　
件
、
差
押
額
で
約
３

５２１

億
７
千
万
円
を
差
し
押
さ
え
て
い
ま
す
。

　
特
に
、
換
価
が
容
易
な
債
権
の
差
し

押
さ
え
を
積
極
的
に
行
い
、　
件
、
差

４９９

押
額
は
約
３
億
４
千
万
円
で
し
た
。　

◆
口
座
振
替
で
納
付
忘
れ
を
防
止

　
収
税
課
で
は
、市
民
の
皆
さ
ん
が
利
用

し
や
す
い
よ
う
、納
税
相
談
を
平
日
の
　20

時
ま
で
と
、日
曜
日
の
８
時
　
分
か
ら
　

30

17

時
　
分
ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。

15
　
ま
た
、
納
付
に
は
口
座
振
替
を
利
用

す
る
と
、
指
定
口
座
か
ら
納
期
限
の
日

に
自
動
的
に
振
り
替
え
て
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
期
限
を
う
っ
か
り
忘
れ

た
り
、
納
付
窓
口
に
出
か
け
る
負
担
も

な
く
、
と
て
も
便
利
で
す
。

【
問
合
せ
】
収
税
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
③

　
  新
保
険
者
証
は

　
　
　
　
　
　
３
月
末
に
郵
送

齢
者
医
療
広
域
連
合
が
決
定
し
、
徴
収

を
市
が
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
は
２
年
に
一
度
見
直

さ
れ
ま
す
が
、
平
成
　
・
　
年
度
の
保

20

21

険
料
は
、「
均
等
割
額
」
の
３
万
７
千
　400

円
と
、
総
所
得
金
額
か
ら
　
万
円
の
基

33

礎
控
除
額
を
引
い
た
金
額
に
７
・
　
パ
12

ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
「
所
得
割
額
」
の

合
計
額
で
す
（
上
限
は
　
万
円
）。

50

◆
保
険
料
は
年
６
回
に
分
け
て
支
払
い

　
保
険
料
の
支
払
い
は
、
原
則
年
金
か

ら
年
６
回
に
分
け
て
、
自
動
的
に
引
か

れ
ま
す（
特
別
徴
収
）。

　
４
月
か
ら
８
月
ま
で
の
３
回
の
仮
徴

収
で
は
、
１
回
当
た
り
の
仮
徴
収
額
と

し
て
、　
年
度
の
所
得
な
ど
を
も
と
に

18

算
出
し
た
保
険
料
額
の
６
分
の
１
を
支

払
い
ま
す
。
次
に
、　
月
か
ら
翌
年
２

10

月
の
３
回
の
本
徴
収
で
は
、　
年
度
の

19

所
得
な
ど
を
も
と
に
、
７
月
に
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
年
額
を
決
定
し
、

す
で
に
支
払
っ
た
仮
徴
収
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
額
を
支
払
い
ま
す
。

　
年
金
額
が
　
万
円
未
満
の
方
や
、
介

18

護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
合
計
金
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
よ

り
も
多
い
方
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替

な
ど
に
よ
り
個
別
に
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
（
普
通
徴
収
）。

※
老
人
保
健
法
の
障
害
認
定
の
撤
回
を

申
し
出
た
方
や
、
被
用
者
保
険
の
被
扶

養
者
で
被
保
険
者
本
人
が
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
へ
移
行
さ
れ
る
方
は
、
加
入

し
て
い
た
医
療
保
険
の
保
険
者
に
対
し
、

届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
国
保
年
金
課
老
人
医
療
係

■債権差押（平成１8年4月～19年12月末）

差押額（円）件数債権の内容

２１,４３５,７３０１９国税還付金

４,２５０,３４３１１給与

１３４,５３９,４８２２３０預貯金

１７８,２８６,０９２２３８生命保険解約返戻金

２,４６３,３４１1売掛金

３４０,９７４,９８８４９９計
詣 警罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫詣 警罫罫詣 警罫罫罫罫罫罫罫

　
市
で
は
、暴
力
団
員
排
除
の
た
め
、

斎
場
の
使
用
制
限
や
、
市
が
発
注
す

る
建
設
工
事
な
ど
か
ら
の
介
入
排
除

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
昨
年
４
月
に
都
営
住
宅

で
起
き
た
暴

力
団
員
の
発

砲
事
件
を
受

け
、
国
か
ら

の
通
知
が
示

さ
れ
た
こ
と

か
ら
、　
年
19

　
月
市
議
会

12

で
市
営
住
宅
の
「
入
居
資
格
要
件
に

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
」
を
加
え
た

条
例
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

　
条
例
改
正
を
受
け
、
２
月
　
日
に

28

は
、
警
察
と
の
連
携
を
強
化
す
る
た

め
、
市
と
野
田
警
察
署
と
で
「
暴
力

団
員
の
市
営
住
宅
へ
の
入
居
制
限
に

関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
協
定
書
で
は
、
暴
力
団
員
の
情
報

提
供
や
、市
営
住
宅
か
ら
暴
力
団
員
を

退
去
さ
せ
る
際
に
は
警
察
が
必
要
な

支
援
を
行
う
な
ど
と
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
建
築
指
導
課

野
田
警
察
署
と
協
定
締
結

　
　
暴
力
団
員
の
市
営
住
宅
入
居
を
制
限

市と警察が連携を強市と警察が連携を強化化


